


愛知県避難生活支援マニュアル

避難所運営委員会
及び
各運営班の業務





平成２７年３月
（令和７年１１月改定）
愛知県防災安全局防災部災害対策課


□避難所
避難所運営委員会の業務
各運営班の業務
　　　　　・総務班の業務
　　　　　・総務班（名簿係）の業務
　　　　　・連絡・広報班の業務
　　　　　・食料・物資班の業務
　　　　　・保健・衛生班の業務
　　　　　・要配慮者支援班の業務
　　　　　・施設管理班の業務
　　　　　・屋外支援班の業務
　　　　　・外部支援受入班の業務
　　　　　・車中泊スペース運営（駐車場管理）班の業務
       ※状況に応じて、屋外支援班が車中泊スペース運営（駐車場管理）班の業務
を行うこともある


□在宅避難者等支援施設
[image: ]　　・在宅避難者等支援施設の業務
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